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川崎市教育委員会事務局 

 

 次のとおり懲戒処分を行いましたので、お知らせします。  

 所   属   幸区内の市立小学校 

職   位 教諭 

年   齢  ４５歳 

性   別 男性 

処 分 内 容  懲戒免職 

処 分 理 由 

 

 

 

 

 

 当該教諭は、令和６年６月頃から令和７年６月頃にかけて、児童複数名

に対し、自身が所属する学校の教室内で下半身の一部の露出を伴う不同意

わいせつ行為を行ったこと、同校においてわいせつな行為をした上身体を

撮影したこと等の疑いで、令和７年１０月３０日、同年１１月１９日、令

和８年１月２０日及び同年３月１０日に順次神奈川県幸警察署に逮捕さ

れ、令和７年１２月１０日及び令和８年２月１０日等に横浜地方検察庁川

崎支部から起訴・追起訴されており、教育委員会事務局職員部教職員人事

課との接見等において、概ね起訴事実を認める旨を述べた。 

本件は、児童に対する教育職員による性暴力等として極めて重大かつ悪

質な行為であり、児童及び保護者の信頼を著しく失墜させ、教育公務員と

して全体の奉仕者にふさわしくない非行であった。 

処分発令日  令和８年４月２２日 

処 分 者  川崎市教育委員会 

備   考 

 当該職員の管理監督者について、次のとおり処分を行いました。 

・校長 ５７歳 男性 戒告 

・処分発令日 令和８年４月２３日 

・処分理由 

校長は、令和６年１２月に当該教諭の行動について報告を受け、一定

の対策を講じたが、教育委員会への報告を行わなかった。その後もわい

せつ事案が発生したことは、校長としての職責を怠ったものと言わざる

を得ず、管理監督者として指導監督に適正を欠いたものであった。 

 

問合せ先 

川崎市教育委員会事務局職員部教職員人事課 佐久間 

電話 ０４４－２００－２８８３ 内線５０５０８ 


